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I. 事業全般 

1. 「岐阜県新型コロナウイルス感染症自宅療養者等への医療提供事業交付金」は何
を目的に実施されているのですか。 

2. この事業において、医療提供を受ける対象者は誰ですか。 
3. この事業の対象となる医療行為とは何ですか。 
4. 岐阜県外の医療機関が県内で療養している患者に対し医療提供を行った場合は、

対象となりますか。 
5. 岐阜県内の医療機関が県外で療養している患者に対し医療提供を行った場合は、

対象となりますか。 
 
II. 医療行為関係 

1. 交付金の対象となる医療行為は何ですか。 
2. 陽性が確定している自宅療養者等から、岐阜県や保健所を介さずに、患者等から直

接診療の依頼がありました。この場合は対象となりますか。 
3. 「電話等診療」で交付金の対象となるのは何ですか。 
4. 訪問看護ステーションによる電話等診療は、対象となりますか。 
5. 「往診」で交付金の対象となるのは何ですか。 
6. 「訪問看護」で交付金の対象となるのは何ですか。 
7. 新型コロナウイルス感染症に関して行った診療全てが対象となりますか。 
8. 陽性が確定している自宅療養者等に対し、患者の持病に対する診療等、新型コロナ

ウイルス感染症に関する診療以外の診療を行いました。この場合は対象となりま
すか。 

9. 交付金の対象となる期間はいつですか。（令和５年 4 月２８日更新あり） 
10. 新型コロナウイルスの検査や結果の通知も交付金の対象となる医療行為に含まれ

るのですか。 
11. 電話で診療を行った後、医療機関にて検査を行い、その場で陽性が確定しました。

この場合の電話診療は対象となりますか。 
12. 陽性が確定している自宅療養者等に自家用車で来院してもらい、駐車場で診療を



行いました。電話等再診料は算定していません。この場合は対象となりますか。 
13. 往診先で検査を行い、その場で陽性が判明した場合は、対象となりますか。 
14. 発生届の対象外である自宅療養者等に対し診察を行った場合は、対象となります

か。 
15. 岐阜県陽性者健康フォローアップセンターに未登録と思われる自宅療養者等は、

どのように対応すればよいですか。（令和５年４月２８日更新あり） 
 
III. 交付申請関係 

1. 申請の手順を教えてください。（令和５年 7 月４日更新あり） 
2. 申請に必要な書類を教えてください。 
3. 申請書類の提出方法についての指定はありますか。 
4. 提出期限を過ぎた場合は、申請できますか。（令和５年７月４日更新あり） 
5. 診療所見報告書は診療の翌日までに必ず提出する必要がありますか。 

（令和５年 4 月２８日更新あり） 
6. 同一の自宅療養者等を療養期間中に複数回診察しました。診療所見報告書は１枚

にまとめて記載してもよいですか。 
7. 外来診療分に関しても診療所見報告書の提出が必要ですか。 
8. 申請書類等の電子データは入手できますか。 
9. 高齢者施設等の配置医等による診療は、対象となりますか。 
10. 同一の自宅療養者等に対し、１日に複数回電話等診療を行いました。この場合はそ

れぞれの診療が対象となりますか。 
11. 施設で、複数人を診察した場合は、人数分の往診として申請できますか。 
12. 交付金の支払い時期はいつになるのですか。 
13. 既に申請を行いましたが、数件分の申請漏れが判明しました。どのようにすればよ

いですか。 
14. 「別紙 感染症自宅療養者等診療報告書」は自宅療養者等１名につき１行の記載

でよいですか。 
15. 「別紙 自宅療養者等診療報告書」の「診療場所」は「自宅」と「施設」のどちら

を選択すればよいですか。 
 
IV. その他 

1. 交付金は所得税等の対象となりますか。 
 
  



I. 事業全般 
No 質問 回答 
１ 「岐阜県新型コロナウイルス感染症自

宅療養者等への医療提供事業交付金」
は何を目的に実施されているのです
か。 

「岐阜県新型コロナウイルス感染症自宅
療養者等への医療提供事業交付金」は新型
コロナウイルスへの感染により自宅療養
等となった患者が、急に体調が悪化した場
合に、適切な医療を受けられる体制を整備
することを目的としています。 

２ この事業において、医療提供を受ける
対象者は誰ですか。 

新型コロナウイルスに感染した患者のう
ち、岐阜県内に所在する自宅及び県が運営
する宿泊療養施設において療養する者ま
たは県内に所在する高齢者施設又は障が
い者（児）施設において療養する者が対象
です。ただし、厚生労働省の定める宿泊療
養等の解除基準を満たしていない者に限
ります。 
なお、「岐阜県内に所在する自宅」には、
療養先として使用する岐阜県内の親族の
家等も含まれます。 

３ この事業の対象となる医療行為とは何
ですか。 

自宅療養者等への「電話等診療」、「往診」
及び「訪問看護」が対象となります。 
（下段「Ⅱ．医療行為関係」 参照） 

４ 岐阜県外の医療機関が県内で療養して
いる患者に対し医療提供を行った場合
は、対象となりますか。 

対象となります。 
なお、療養場所については、住民票等の住
所地ではなく、実際に療養されている場所
で判断します。 

５ 岐阜県内の医療機関が県外で療養して
いる患者に対し医療提供を行った場合
は、対象となりますか。 

対象となりません。実際に療養されている
場所の都道府県にご相談ください。 

 
  



Ⅱ．医療行為関係 
No 質問 回答 
１ 交付金の対象となる医療行為は何です

か。 
岐阜県（医療機関支援第二係、岐阜県陽
性者健康フォローアップセンター、宿泊
療養施設）及び保健所からの依頼や、患
者等からの求めにより、岐阜県内で療養
する自宅療養者等に対して実施する「電
話等診療」、「往診」及び「訪問看護」が
対象となります。 
※「岐阜県新型コロナウイルス感染症自
宅療養者等への医療提供事業交付金交付
要綱」において、対象となる自宅療養者
等への医療提供は「医療機関による電
話、情報通信機器等を用いた診療（以下
「電話等診療」という。）、及び往診」ま
たは「訪問看護ステーションが行う訪問
看護」のいずれかに該当するものと規定
されています。 

２ 陽性が確定している自宅療養者等か
ら、岐阜県や保健所を介さずに、患者
等から直接診療の依頼がありました。
この場合は対象となりますか。 

診療に至る経緯は問いませんので、対象
となります。 

３ 「電話等診療」で交付金の対象となる
のは何ですか。 

医療機関による電話、情報通信機器等を
用いた診療が対象となります。外来診療
は含まれません。 
ただし、陽性が確定している患者に対し
て外来診療の前に電話等診療を行った場
合で、診療報酬上で電話等再診料を算定
している場合は対象となります。 

４ 訪問看護ステーションによる電話等診
療は、対象となりますか。 

対象となりません。 
 

５ 「往診」で交付金の対象となるのは何
ですか。 

医師が自宅療養者等の療養場所へ訪問
し、行った診療が対象となります。 

６ 「訪問看護」で交付金の対象となるの
は何ですか。 

医療機関から交付された訪問看護指示書
に基づいて訪問看護ステーションが行う
訪問看護が対象となります。 



No 質問 回答 
７ 新型コロナウイルス感染症に関して行

った診療全てが対象となりますか。 
本事業は自宅療養者等への医療提供を目
的としているため、新型コロナウイルス
の陽性が確定し、自宅等で療養中の患者
に行った診療が対象となります。したが
って、後遺症等の療養期間終了後の診療
は対象となりません。また、濃厚接触者
に対する診療についても、対象となりま
せん。 

８ 陽性が確定している自宅療養者等に対
し、患者の持病に対する診療等、新型
コロナウイルス感染症に関する診療以
外の診療を行いました。この場合は対
象となりますか。 

交付金の対象となります。 
ただし、公費負担の対象とはならず、通
常の保険診療の扱いとなりますので、ご
注意ください。 

９ 交付金の対象となる期間はいつです
か。 

新型コロナウイルスの陽性が確定して以
降、新型コロナの療養期間内に行われた
医療行為が対象となります。 
（令和５年 4 月２８日更新） 
新型コロナの療養期間内かつ令和５年５
月７日までに行われた医療行為が対象と
なります。 

10 新型コロナウイルスの検査や結果の通
知も交付金の対象となる医療行為に含
まれるのですか。 

新型コロナウイルスの検査及びその結果
の通知のみでは対象となりません。 

11 電話で診療を行った後、医療機関にて
検査を行い、その場で陽性が確定しま
した。この場合の電話診療は対象とな
りますか。 

陽性が確定する前の診療であることか
ら、対象外となります。 

12 陽性が確定している自宅療養者等に自
家用車で来院してもらい、駐車場で医
師と対面する形で診療を行いました。
電話等再診料は算定していません。こ
の場合は対象となりますか。 

この場合は外来診療になるため、交付金の
対象外となります。 

13 往診先で検査を行い、その場で陽性が
判明した場合は、対象となりますか。 

確定診断後、新型コロナウイルスに係る
必要な診療を行った場合には対象となり
ます。 



  

No 質問 回答 
14 発生届の対象外である自宅療養者等に

対し診察を行った場合は、対象となり
ますか。 

対象となります。 
ただし、当該自宅療養者等が岐阜県陽性
者健康フォローアップセンターに登録さ
れている必要があります。登録されてい
ない場合、陽性者である確認が取れず、
交付金の対象外とする場合があります。
診療を行う際は、岐阜県陽性者健康フォ
ローアップセンターから自宅療養者等に
通知される 13 桁の登録番号を確認する
等、患者が岐阜県陽性者健康フォローア
ップセンターに登録されているか、ご確
認をお願いいたします。 
なお、自院で陽性の確定診断を行い、陽
性であることが確認できている場合に
は、改めての確認は不要です。 



 
  

No 質問 回答 
15 岐阜県陽性者健康フォローアップセン

ターに未登録と思われる自宅療養者等
は、どのように対応すればよいです
か。 

患者自身で検査を行った場合につきまし
ては、医療機関で確定診断を行い、その
後、必要な医療行為を行った場合に対象
となります。（その後、医療機関から
HER-SYS にて「発生届出対象外」とし
て患者情報を入力してください（患者が
陽性者健康フォローアップセンターに登
録されます）。） 
また、65 歳未満で低リスクの方（発生届
の届出対象外の方）については、患者本
人から岐阜県陽性者健康フォローアップ
センターへ登録を行った場合も対象とな
ります。その場合は、岐阜県陽性者健康
フォローアップセンターから患者本人へ
陽性の確定通知が届いた後に行われた診
療が交付金の対象となります。 
岐阜県外の医療機関で陽性判定を受けた
場合につきましては、患者本人から岐阜
県陽性者健康フォローアップセンターへ
登録を行うように案内してください。 
（令和５年４月２８日更新） 
令和５年５月８日以降に岐阜県陽性者健
康フォローアップセンターに未登録であ
ることが判明した場合は、岐阜県庁感染
症対策推進課医療機関支援第二係までご
相談ください。 



Ⅲ．交付申請関係 
No 質問 回答 
１ 申請の手順を教えてください。 交付金の申請手続きは次のとおりです。 

① 自宅療養者等を診察する。 
     ↓ 
② 「新型コロナウイルス感染症自宅療養

者等の診療所見報告書」を岐阜県庁感
染症対策推進課医療機関支援第二係に
診療の翌日までに FAX にて提出する。 

     ↓ 
③ 月の診療を取りまとめた申請書類を作

成し、翌月の１５日までに郵送にて申
請する。 

（令和５年７月４日更新） 
申請書類の最終提出期限は、令和５年７月
３１日（月）必着です。期限を過ぎた交付
申請は受理することができませんので、必
ず期限内に提出してください。 

２ 申請に必要な書類を教えてくださ
い。 

「新型コロナウイルス感染症自宅療養者等
の診療所見報告書」を FAX にてご提出の
上、以下の３点の書類を郵送にてご提出く
ださい。 
 
・第 1 号様式  

医療提供事業交付金申請書 
・別紙「自宅療養者等診察報告書」 
・第３号様式 

医療提供事業交付金請求書 
 
なお、「第３号様式 医療提供事業交付金請
求書」につきましては、２回目以降の申請
の場合、口座情報欄の記入は不要です。た
だし、口座情報に変更がある場合は変更後
の口座情報をご記入ください。 



 
  

No 質問 回答 
３ 申請書類の提出方法についての指定は

ありますか。 
 

原則として郵送でご提出ください。直接
訪問しての提出も差し支えありません。 
ただし、FAX での提出は受け付けており
ませんのでご了承ください。 

４ 提出期限を過ぎた場合は、申請できま
すか。 

提出期限を過ぎた交付申請も受け付けて
おりますが、可能な限り期限内にご提出
ください。 
（令和５年 7 月４日更新） 
申請書類の最終提出期限は、令和 5 年 7
月３１日（月）必着です。期限を過ぎた
交付申請は受理することができませんの
で、必ず期限内に提出してください。 

５ 診療所見報告書は診療の翌日までに必
ず提出する必要がありますか。 

原則として診療の翌日までに FAX にてご
提出ください。ただし、提出期限後も受
け付けておりますので、本交付金の申請
分につきましては必ず診療所見報告書を
ご提出ください。 
なお、申請書類の提出時に診療所見報告
書の提出漏れが判明した場合は、申請書
とともに診療所見報告書を郵送いただい
ても差し支えありません。 
また、FAX で診療の翌日までにご提出い
ただくのは「新型コロナウイルス感染症
自宅療養者等の診療所見報告書」のみで
す。（「別紙 自宅療養者等診療報告書」
等の申請書類各種は、診療所見報告書と
ともにご提出いただく必要はありませ
ん。） 
（令和５年 4 月２８日更新） 
令和５年５月８日以降の診療につきまし
ては、本交付金の対象外となりますの
で、所見報告書の提出は不要です。 



No 質問 回答 
６ 同一の自宅療養者等を療養期間中に複

数回診察しました。診療所見報告書は
１枚にまとめて記載してもよいです
か。 

１枚にまとめて記載するのではなく、診
療日１日につき１枚ご提出ください。 

７ 外来診療分に関しても診療所見報告書
の提出が必要ですか。 

外来診療は本交付金の対象外となります
ので、診療所見報告書の提出も不要で
す。 
ただし、岐阜県から外来診療を依頼した
場合には、診療結果のご報告をお願いし
ております。この場合、交付金の手続き
とは別に、診療所見報告書によるご報告
お願いすることがありますので、ご協力
をお願いいたします。 

８ 申請書類等の電子データは入手できま
すか。 

岐阜県のＷＥＢページから入手できま
す。「新型コロナウイルス感染症自宅療養
者等への医療提供事業」のＷＥＢページ
をご確認ください。 

９ 高齢者施設等の配置医等による診療
は、対象となりますか。 

配置医による診療等、診療報酬の請求対
象とならない診療については本交付金の
対象にはなりません。 

10 同一の自宅療養者等に対し、１日に複
数回電話等診療を行いました。この場
合はそれぞれの診療が対象となります
か。 

本交付金は患者毎に１日につき１回に限
り算定可能です。したがって、複数回電
話等診療を行った場合、その内１回分の
み対象となります。 
ただし、異なる診療種別で診療を行った
場合は、それぞれの診療が対象となりま
す。（例：電話等診療と往診を同一日に行
った場合） 

11 施設で、複数人を診察した場合は、人
数分の往診として申請できますか。 

複数人を診察した場合は、人数分の診察
が対象となります。 

12 交付金の支払い時期はいつになるので
すか。 

概ね申請期限の翌月の末日を予定してお
ります。（ただし、申請件数の増加等によ
り、遅れる場合がありますのでご了承く
ださい。） 

  



No 質問 回答 
13 既に申請を行いましたが、数件分の申

請漏れが判明しました。どのようにす
ればよいですか。 

岐阜県庁感染症対策推進課医療機関支援
第二係までご相談ください。 

14 「別紙 自宅療養者等診療報告書」は
自宅療養者等１名につき１行の記載で
よいですか。 

診療１回につき１行の記載をお願いいた
します。したがって、同一の自宅療養者
等に対し複数回の診療を行った場合は、
診療を行った回数分の行を記載してくだ
さい。（例：同一の自宅療養者等を３回診
療した場合は３行分記載） 

15 「別紙 自宅療養者等診療報告書」の
「診療場所」は「自宅」と「施設」の
どちらを選択すればよいですか。 

自宅療養者等が、宿泊療養施設や高齢者
施設または障がい者（児）施設において
療養する場合は「施設」を選択し、施設
名及び施設所在市町村を記載してくださ
い。それ以外の場合は「自宅」を選択し
てください。 

  



Ⅳ．その他 
No 質問 回答 
１ 交付金は所得税等の対象となります

か。 
管轄の税務署に確認してください。 

 


